
宍粟市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月13日 

宍粟市長 福 元 晶 三      

宍粟市条例第12号 

 

宍粟市手数料条例の一部を改正する条例 

 

宍粟市手数料条例（平成17年宍粟市条例第85号）の一部を次のように改正する。 

次の表の左欄に掲げる規定を同表の右欄に掲げる規定に改める。 

改  正  前 改  正  後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 手数料を徴収する事務 金額   手数料を徴収する事務 金額  

 ［略］   ［略］  

 介護保険法（平成９年法律第123号）の規定に基づく事務（事務所の所

在地が宍粟市の区域内にあるものに限る。） 

  介護保険法（平成９年法律第123号）の規定に基づく事務（事務所の所

在地が宍粟市の区域内にあるものに限る。） 

 

  ［略］    ［略］  

  居宅介護支援事業者の指定の更新の

申請に対する審査 

１件につき 10,000円   居宅介護支援事業者の指定の更新の

申請に対する審査 

１件につき 10,000円  

  ［略］   介護予防支援事業者の指定の申請に

対する審査 

１件につき 14,000円  

［略］ 

    介護予防支援事業者の指定の更新の

申請に対する審査 

１件につき 7,000円  

 

      ［略］  

     ［略］  

  

備考 この表において、下線を付した部分及び太枠の部分は改正箇所を示し、［ ］の記載は注記である。 



附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


